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１．お問い合わせ窓口のご案内 
１－１．お問い合わせ窓口のご案内 

(１)サービス全般に関すること 

   受付時間 ９：００～１７：３０（土・日・祝および年末年始は除く） 

サービスコンサルティング・セールス部 カスタマーグループ 

  ＴＥＬ：03-4396-8800 / 06-4708-6869 

  ＰＲＯＳＲＶ お客様サイト：https://prosrv-web.jp/cportal/login 
 

(２)★年末調整事務サービス（北海道）、☆Web年末調整事務サービス（北海道） 

（別契約）に関すること 

 受付時間 ９：３０～１２：００ １３：００～１７：００ （土・日・祝および年末年始は除く） 

ＨＲＢＰＯ部 第１グループ 

＜札幌オフィス＞ 

 ２０２５年１０月６日（月）～２０２５年１０月３１日（金） 

 ２０２５年１１月１０日（月）～２０２５年１２月１２日（金） 

   〒０６０－００３２北海道札幌市中央区北２条東７丁目 ＨＢＡシステムビル４Ｆ 

ＴＥＬ：011－596-8135 メールアドレス：dcs_bpo@hba.co.jp 

＜北見オフィス＞ 

 ２０２５年１１月１０日（月）～２０２５年１２月１９日（金） 

   〒０９０－００２２北海道北見市北２条東１丁目１ カンテックビル 

ＴＥＬ：0157－33－5088 メールアドレス：dcs_syokai1@dcs-kantec.co.jp 
 
   ※契約内容、時期によって問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。 

    （上記期間以外のお問い合わせ先：spot-osc@dcs.co.jp） 
 

(３)データ授受・スケジュールに関すること（データ訂正、スケジュール変更など） 

 受付時間 ９：００～１７：３０（土・日・祝および年末年始は除く） 

センター運用部 業務運用第２グループ 給与チーム 
 

   〒１３５－００４２東京都江東区木場２－１７－１２ ＳＡビルディング３Ｆ 

ＴＥＬ：03-3820-5612  ＦＡＸ：03-3820-5615 

 

※お問い合わせ窓口不明の場合は、「１．サービス全般に関すること」のサービス 

コンサルティング・セールス部 カスタマーグループまでお問い合わせください。 

 

 

 

本資料の以下マークは、次のご利用（別契約）のお客様はご確認ください。 

★ ･･･ 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

☆ ･･･ Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

◆ ･･･ Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

◎ ･･･ Webマイナンバー管理サービスご利用のお客様 

👤 ･･･ 従業員申請システムご利用のお客様 

 

 

 

https://prosrv-web.jp/cportal/login
mailto:spot-osc@dcs.co.jp
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２.DCSシステム対応について 

２－１．令和７年【税制改正の概要】と【PROSRV システム対応】 
詳細は、2025年7月にPROSRVお客様サイトに掲載しました『PROSRV 令和７年度税制

改正によるシステム対応のお知らせ』をご参照ください。 

 

【税制改正の概要】 

令和7年（2025年）の税制改正により、基礎控除額および給与所得控除額の見直しが

行われ、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これらの改正は、令和7年

（2025年）12月以降に適用されます。 

税制改正の詳細につきましては、国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による 

所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。  

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01 

 

（参考）「令和７年分 年末調整のしかた」 

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 

【PROSRVシステム対応】 

9月28日、11月23日に段階的に以下内容をリリースします。 

・9月28日リリース（済） 

   詳細は、2025年9月にPROSRVお客様サイト・PROSRVヘルプサイトに掲載しました

『PROSRV on Cloud システム更新のお知らせ』をご参照ください。 

 

(３)－１ 特定親族特別控除「年間所得見積額」の「年度（年間所得見積額）」 

入力項目の追加 

(５)「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更 

(６)「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加 

 

・11月23日リリース（予定） 

⇒実際にシステム変更になるのは令和7年（2025年）の年末調整処理から 

(１) 基礎控除の見直し 

(２) 給与所得控除の見直し、 

(３)－２ 特定親族特別控除判定ロジックの追加 

(３)－３ 特定親族数・特定親族特別控除額の確認方法 

(４) 扶養親族等の所得要件の改定 

(７)「源泉徴収票」等の改正 

 

 

 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 
『Web年調従業員サイト』の年間所得見積額等のチェック基準、ヘルプ画面を法改正内容に 

合わせ変更します。 

 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
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(１) 基礎控除の見直し（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

合計所得金額に応じて、【基礎控除額】が改正されました。 

合計所得金額 改正後【基礎控除額】 改正前 

【基礎控除

額】  

令和 7・8年分 令和 9年分

以後  
132 万円以下 95万円 (※1)  48万円  

132万円超 336 万円以下 88万円 (※1) 58万円  
336万円超 489 万円以下 68万円 (※1) 

489万円超 655 万円以下 63万円 (※1) 

655万円超 2,350 万円以下 58万円 (※1) 

2,350万円超 2,400 万円以下 48万円 

2,400万円超 2,450 万円以下 32万円 32万円 

2,450万円超 2,500 万円以下 16万円 16万円 

2,500万円超  0円 0円 

（※1）居住者についてのみ適用されます。 

 

※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、 

表の金額とは異なります。 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和 7年（2025年）の年末調整処理から、改正後【基礎控除額】に変更します。 
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（２）給与所得控除の見直し（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

【給与所得控除額】について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。 

給与の収入金額 改正後 

【給与所得控除額】 

改正前 

【給与所得控除額】  
162 万 5,000

円以下 

65万円  55万円 

162万 5,000

円超 

180 万円以下 その収入金額×40％－

10万円 

180万円超 190 万円以下 その収入金額×30％＋8

万円 

 
190万円超 360 万円以下 その収入金額×30％＋8

万円 

360万円超 660 万円以下 収入金額×20％+44万円 収入金額×20％+44万円 

660万円超 850 万円以下 収入金額×10％+110万

円 

収入金額×10％+110万

円 

850万円超  195万円（上限） 195万円（上限） 

 

※これに伴い、①令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等

の金額の表」及び、②令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されます。 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和7年（2025年）の年末調整処理から、改正後【給与所得控除額】（①令和７年

分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」）に変更し

ます。 

また、給与・賞与に関する②令和８年分以後の「源泉徴収税額表」（※）は、支

給対象年月が令和8年（2026年）1月以降の給与等から対応します。 

 

（※）詳細につきましては、国税庁ホームページ「令和８年分 源泉徴収税額表」

をご覧ください。  

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm 
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（３）特定親族特別控除の創設（年末調整処理から変更、 

入力欄のみ 9 月 28日変更） 
 

【税制改正の概要】 

居住者が【特定親族】を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その

特定親族１人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する

【特定親族特別控除】が創設されました。 

【特定親族】とは、居住者と生計を一にする年齢 19歳以上 23 歳未満の親族（配

偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きま

す。）で合計所得金額が 58万円超 123万円以下（給与収入 123 万円超 188万円以

下）の人をいいます。 

親族の合計所得金額が 58万円以下（給与収入 123万円以下）の場合は、従来通り

【特定扶養親族】として扶養控除の対象となります。 

   【扶養控除・特定親族特別控除】 

対象となる控除制度 特定親族の合計所得要件 控除額 

改正後 改正前 

扶養控除 

（特定扶養親族） 

 

 48万円以下 63万円 63万円 

48万円超 58万円以下 63万円  

 

 

 

－ 

特定親族特別控除 58万円超 85万円以下 63万円 

85万円超 90万円以下 61万円 

90万円超 95万円以下 51万円 

95万円超 100万円以下 41万円 

100万円超 105万円以下 31万円 

105万円超 110万円以下 21万円 

110万円超 115万円以下 11万円 

115万円超 120万円以下 6万円 

120万円超 123万円以下 3万円 

※これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 

兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必

要です。 

 

※令和 8年（2026年）1月以降に支払われる給与については、「特定親族特別控除」

が源泉徴収（支払時の所得税の計算）にも反映されるようになります。 

このうち給与については、対象となる親族（特定親族）の合計所得金額が 58万円を

超え 100万円以下（給与収入 123万円超 165万円以下）の場合に、各月の給与支給時

にこの控除が適用されることとなります。 

 

 

【PROSRVシステム対応】 

  令和 7年（2025 年）の年末調整処理から、「扶養控除（特定扶養親族）」「特

定親族特別控除」合計所得要件および控除額については改正後の内容に変更しま

す。 

また、「特定親族特別控除」については、今回新たに創設された制度のため、新

規対応を行います。 
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(３)－１ 特定親族特別控除「年間所得見積額」の「年度（年間所得見積

額）」入力項目の追加 （9 月 28日追加） 
 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

① 「年間所得見積額」（既存項目） 

特定親族特別控除の判定に必要な所得を、①「年間所得見積額」に入力してくださ 

い。 

 

② 「年度（年間所得見積額）」（新規追加項目） 

どの年度の①「年間所得見積額」かを明確にするため、②「年度（年間所得見積 

額）」を追加します。 

 

【注意】 

① 「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」は、 

令和 7年（2025年）9月 28日より入力可能となりますが、12月からの制度施行に伴

い、それ以前に登録された内容は控除計算の対象外となります。 
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(３)－２ 特定親族特別控除判定ロジックの追加 

（年末調整処理から追加） 
 

以下すべての条件を満たす家族について、「特定親族特別控除」の対象として判定し

ます。 

・①「年間所得見積額」が 58万円超 123万円以下 

（給与収入 123万円超 188万円以下） 

・②「年度（年間所得見積額）」が、その年の年末調整処理の対象年と一致 

（例：令和 7(2025)年分の処理であれば「2025」と入力） 

・③「配偶者」が「0非該当」 

・④「扶養」が「0対象外」 

・⑤「生年月日」より自動算出、年末時点で年齢が 19歳以上 23歳未満 

 

【注意】 

・上記の条件を満たさない家族に①「年間所得見積額」や②「年度（年間所得見積

額）」が入力されていても、控除判定には使用されず、処理に影響はありません。 

 

 

・①「年間所得見積額」と④「扶養」の整合性チェックは行いません。 

扶養親族かどうかの判定は従来どおり④「扶養」に基づいて行います。 

⇒結果メッセージの追加 

（『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「結果メッセージ」） 

W001 家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）家族扶養区分／年間所得見積額 

   家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で④「扶養」が 

「0：対象外」（配偶者を除く）ですが、①「年間所得見積額」が 58万円以

下になっております、④「扶養」または、①「年間所得見積額」をご確認く

ださい。④「扶養」が「0：対象外」の場合、①「年間所得見積額」は 58万

円超を、④「扶養」が 「1：控除対象親族（控配・年少含む）」の場合、①

「年間所得見積額」は 58万円以下を入力してください。 

    （①「年間所得見積額」が登録なし(ブランク)の場合はチェックしません） 

 

・①「年間所得見積額」が 58万円超 100万円以下（給与収入 123 万円超 165万円以

下）の特定親族については、2026年 1月以降に支払われる給与から源泉徴収へ特定

親族特別控除を反映できるよう、月額給与計算処理に控除判定ロジックを追加しま

す。（「年度（年間所得見積額）」に「2026」と入力） 

⇒結果メッセージの追加 

（『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「結果メッセージ」） 

W014 家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）源泉控除対象 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で④「扶養」

「0:対象外」（配偶者除く）で①「年間所得見積額」が 58万円超 100万円

以下の場合、源泉控除対象親族となるお知らせメッセージ（警告・エラー

ではない）です。 

なお、月例給与（賞与）でも表示されます。（メッセージを消すことはで

きません） 

    （①「年間所得見積額」が登録なし(ブランク)の場合はチェックしません） 
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・令和 7 年(2025年)の年末調整処理の PROSRV 家族情報入力と控除額 
対象となる 

控除制度 

合計所得要件 

Ⓐ特定親族の 

本年中の合計所

得金額の見積額 

PROSRV家族情報入力欄 令和７年 

年末調整控

除額 
④ 

扶養 

①  

年間所得見

積額 

②  

年度（年

間所得見

積額） 

扶養控除 

（特定扶養親

族） 

0 

円超 

58万円

以下 

1 

控除対象

扶養親族 

入力不要 入力不要 63万円 

特定親族特別

控除 

（特定親族） 

58万

円超 

85万円

以下 

0 

対象外 

 

「令和７年

給与所得者

の特定親族

特別控除申

告書」の 

Ⓐ「特定親

族の本年中

の 合計所得

金額の見積

額」 

を入力 

入力必要 

（令和 7

年の場合

「2025」

と入力） 

63万円 

85万

円超 

90万円

以下 

61万円 

90万

円超 

95万円

以下 

51万円 

95万

円超 

100万円

以下 

41万円 

100万

円超 

105万円

以下 

31万円 

105万

円超 

110万円

以下 

21万円 

110万

円超 

115万円

以下 

11万円 

115万

円超 

120万円

以下 

6万円 

120万

円超 

123万円

以下 

3万円 

なし 123万円超 入力不要 入力不要 0円 

 

「令和７年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」 

（６．「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓐ「特定親族の本年中の  

合計所得金額の見積額」 
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・令和８年(2026年)の月例給与(賞与)処理の PROSRV家族情報入力と控除 
対象となる 

控除制度 

合計所得要件 

Ⓑ年間所得の見

積額 

PROSRV家族情報入力欄 令和８年 

月 例 給 与

（賞与）控

除有無 

④ 

扶養 

③  

年間所得見

積額 

④  

年度（年

間所得見

積額） 

扶養控除 

（Ⓒ１：特定

扶養親族） 

0 

円超 

58万円

以下 

1 

控除対象

扶養親族 

入力不要 入力不要 有り 

特定親族特別

控除 

（Ⓓ２:特定

親族） 

58万

円超 

85万円

以下 

0 

対象外 

 

「令和 8年

給与所得者

の扶養控除

等申告書」 

Ⓑ「年間所

得の見積

額」 

を入力 

入力必要 

（令和 8

年の場合

「2026」

と入力） 

85万

円超 

90万円

以下 

90万

円超 

95万円

以下 

95万

円超 

100万円

以下 

100万

円超 

105万円

以下 

無し 

105万

円超 

110万円

以下 

110万

円超 

115万円

以下 

115万

円超 

120万円

以下 

120万

円超 

123万円

以下 

なし 123万円超 入力不要 入力不要 

 

「令和８年分 給与所得者の扶養控除等申告書」 

（５．「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓑ年間所得の見積額 

 

 

 

 

 

Ⓒ１:特定扶養親族 

Ⓓ２：特定親族 

 

 

 

 



10 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 

ヘルプ画面も含め、特定親族特別控除に対応します。 
 

『Web年調従業員サイト』⇒「本人情報入力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この項目は、特定親族特別控除を申告するかどうかを選択するためのものです。 

「申告する」を選択した場合は、家族情報画面で年間所得見積額を入力し、特定親族に

該当する家族を登録していただく必要があります。 

 

入力した年間所得見積額は、年末調整事務サービスをご利用の場合は納品ファイル、Web

年末調整申告サービス（自社運用）をご利用の場合は前処理結果ファイルを通じてPoCに

反映されます。 
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(３)－３特定親族数・特定親族特別控除額の確認方法 （9 月 28日追加） 
 

・外部出力で確認 

 年末調整結果（「年末調整仮処理結果」・「年末調整本処理結果」）を外部出力し、

「特定親族数」、「特定親族特別控除額」、「源泉）扶養親族数の数_特親人」、「源

泉）特定親族特別控除の額」、「源泉）扶養親族数の数_特親従人」を確認することが

できます。 

「年末調整仮処理結果」は、標準提供パターンを以下の通り「複製」し、出力するこ

とが可能です。 

 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「出力ファイル設定」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末調整仮処理結果（最新）」を選択 
「出力ファイル定義名」 

「出力項目定義名」を変更 

「D04 最新・年末調整本処理結果」を「複製」ボタンを押下 
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出力された外部出力ファイル例 

 

 

① 「特定親族数」IS列 

「年間所得見積額」が 58万円超 123万円以下の年末時点で年齢が 19歳以上 23歳未満

の人数 

②「特定親族特別控除額」IT列 

 特定親族特別控除の額 

③「扶養親族０１_区分」HC列「扶養親族０２_区分」HG列「扶養親族０３_区分」HK列

「扶養親族０４_区分」HO列 

    特定親族特別控除の適用を受けた場合、 

特定親族特別控除の額に応じて「区分」   

を表示（10/31追記） 

 

・「源泉徴収票」で確認 

 「特定親族数」、「特定親族特別控除額」を確認できます。 

『その他』⇒『外部出力メニュー』－「固定帳票出力」「帳票出力指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

 

②  

 

②  

 

①  

 

省略 

①      ② 

 

 

③  
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（４）扶養親族等の所得要件の改正（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

「（１）基礎控除の見直し」に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養

親族等の【所得要件】が改正されました。 

扶養親族等の区分 改正後【所得要件】 改正前【所得要件】 

扶養親族 

同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子 

58万円以下 

 

48万円以下 

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 133万円

以下 

48万円超 133万円

以下 

特定扶養親族 58万円以下 48万円以下 

特定親族特別控除【新設】 58万円超 123万円

以下(※) 

なし 

勤労学生  85万円以下 75万円以下 

 

【PROSRVシステム対応】 

   令和 7 年（2025 年）の年末調整処理から、改定後【所得要件】に変更いたします。  

  扶養親族等の所得要件の改正は、12 月年末調整からの制度施行となり、年末調整処

理時から、③扶養の「1控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の判断を、所得 48万

（給与収入 103 万円以下）から所得 58 万（給与収入 123 万円以下）に変更をしてく

ださい。年末調整処理前に変更すると、月例給与（賞与）計算処理から控除対象者

となります。 

（※）令和 8年(2026 年)1月以降に支払われる給与から①「年間所得見積額」が 

58万円超 100 万円以下（給与収入 123万円超 165万円以下）、②「年度（年間

所得見積額）」が「2026」の特定親族については、月例給与（賞与）計算処理

に特定親族特別控除が反映されます。 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ 

 

② 

 

--

--

-

Or

igi

① 

 

③ 

 

-

-

-

-

-

O

ｖ 

 

ｖ 
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（５）「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更（9 月 28 日変更） 
 

【税制改正の概要】 

前述の改正に伴い、翌年令和 8年（2026年）分以降について以下の記載内容の見直し

が行われます。 

（当年令和 7年（2025 年）は、変更なし） 

① 「控除対象扶養親族」の記載欄を「源泉控除対象親族」の記載欄に変更 

② 「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄を追加 

 

【PROSRVシステム対応】 

9/28リリースにて、以下のとおり翌年分令和 8年（2026年）分のレイアウト変更

および記載欄の追加をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

-

-

-

-

-

O

ri

g

i

n

a

l 

② 

 

----

-

Ori

gin

al 

Me

ssa

ge-

---- 

Fro

m: 

嶋

田
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（６）「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加（9 月 28 日追加） 
 

【税制改正の概要】 

特定親族特別控除の創設に伴い、令和 7年（2025年）分以降について新たに①「給与

所得者の特定親族特別控除申告書」が追加されました。これにより、既存の申告書と

統合され、様式名は以下のようになります。 

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 

兼 所得金額調整控除申告書」 

この統合にあわせて、以下の見直しが行われます。 

「基礎控除申告書」および「配偶者控除等申告書」から定額減税に関する記載欄を

削除。 

「基礎控除申告書」の②「控除額の計算」欄や、「配偶者控除等申告書」の②「判

定」欄について、改正後の金額に対応した内容へ修正。 

 

【PROSRVシステム対応】 

9/28リリースにて、以下のとおり統合様式への対応および記載内容を変更しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 

 

-

-

-

-

-

O

ri

 

 

 

 

② 

 

-

-

-

-

-

O
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n

② 

 

-

-

-

-

-

O
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g
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（７）「源泉徴収票」等の改正（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

特定親族特別控除の創設に伴い、令和７年（2025年）12月以降の「給与所得の源泉徴

収票」について以下の記載内容の見直しが行われます。 

① 「特定親族特別控除の額」欄を追加 

② 「控除対象扶養親族等の数」に「特親」を追加 

③ 特定親族の追加に伴い「控除対象扶養親族」を「控除対象扶養親族等」に変更 

④ 特定親族特別控除の適用を受けた場合、特定親族特別控除の額に応じて 

「区分」を表示（10/31追記） 

      

 

 

 

 

 

 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和 7年（2025年）の年末調整処理から、以下のレイアウトに変更します。 

・「給与所得の源泉徴収票」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 
 
① 

 

-

 
① 

 

-

 
① 

 

-

 

 ② 

 

-
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-

O

③ 
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④ 
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③ 
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M
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・「源泉徴収簿」 

①「控除対象扶養親族の数」を「源泉控除対象親族」に変更 

②特定親族特別控除の人数欄を追加 

③特定親族特別控除額を追加 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  
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-
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２－２．税制改正に伴う【お客様の作業】と【注意事項】 
 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② ① 

 

③ 
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（１）新設「特定親族特別控除」令和 7 年（2025 年）年末調整時 
 

【お客様の作業】令和 7年（2025 年）年末調整時 

令和 7年（2025 年）年末調整時に、「特定親族特別控除」の対象となる扶養親族 

がいる場合、①「年間所得見積額」に 58万円超 123万円以下（給与収入 123万円超

188万円以下）の所得と、②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のご入力をお願

いします。 

（P8参照 「令和７年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」より転記） 

 

★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

  納品データを外部取込すると、「特定親族特別控除申告書」にて申告者は、「適

用開始年月日」が「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見積額」と、②「年度（年

間所得見積額）」に「2025」のデータが自動で作成されます。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者と「特定親族特別控除申告書」にて申

告した紙申請者は、「適用開始年月日」が「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見

積額」と、②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のデータが自動で作成されま

す。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者は、歴は追加せず、当年度内の最新履

歴（※）に①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のデ

ータが自動で追加されます。 

 「特定親族特別控除申告書」にて申告した紙申請者は、「適用開始年月日」が

「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見積額」と、②「年度（年間所得見積額）」

に「2025」のデータが自動で作成されます。 

 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

前処理結果ファイルを取り込むと、Web申請者は、歴は追加せず、当年度内の最

新履歴（※）に①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に「2025」

のデータが自動で追加されます。 

紙申請者は、データは作成されませんので、①「年間所得見積額」②「年度

（年間所得見積額）」に「2025」のご入力をお願いいたします。 

 

当年度内の最新履歴（※） 

2025 年の年末調整であれば、2025 年 12 月 31 日までで 1 番近い歴に追加されます。 

＜例＞2025 年 11 月 01 日 

   2025 年 12 月 01 日 ← 追加 

   2026 年 01 月 01 日 

      の３つ歴が存在した場合、2025 年 12 月 01 日に追加される。 

【注意事項】 

「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」は、令和 7 年（2025年）9月 28 

日より入力可能となりますが、令和 7年（2025年）12月年末調整からの制度施行に

伴い、それ以前に登録された内容は控除計算の対象外となりますのでご注意くださ

い。 
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（２）新設「特定親族特別控除」令和 8 年(2026 年)1月以降 
 

【お客様作業】令和 8 年(2026 年)1月以降～ 

令和 8年(2026年)1月以降に支払われる給与から、令和 8年(2026年)年末時点で

年齢が 19歳以上 23 歳未満で、「年間所得見積額」が 58万円超 100万円以下（給与収

入 123万円超 165万円以下）の特定親族がいる場合、①「年間所得見積額」が 58万

円超 100万円以下、②「年度（年間所得見積額）」が「2026」のご入力をお願いしま

す。 

ご入力いただきますと、月例給与（賞与）計算処理に特定親族特別控除が反映さ 

れます。 

（P9参照 「令和８年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」より転記） 

 

★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

納品データ・前処理結果ファイルを取り込んでも、令和 8年(2026年)の①

「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」のデータは作成されませ

ん。2026 年 1 月以降の例月給与で特定親族特別控除を反映したい場合、翌年分

の①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に、「2026」と入力

してください。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者は翌年末時点で年齢が 19歳以上 23歳 

未満の方に、「適用開始年月日」が「2026/01/01」の歴で①「年間所得見積額」 

のデータを作成します。(※) 2026 年 1月以降の例月給与で特定親族特別控除を

反映したい場合、②「年度（年間所得見積額）」に、「2026」のご入力をお願い

いたします。 

紙申請者は、令和 8年(2026年)のデータは作成されませんので、①「年間所 

得見積額」②「年度（年間所得見積額）」に「2026」のご入力をお願いいたし 

す。 

（※）締め処理（『Web年調メニュー』）「翌年家族情報反映」を「反映する」の

場合に①「年間所得見積額」にデータを作成する。ただし、「適用開始年月日」が

「2025/12/31」の履歴と比べて差分がある場合のみ作成（扶養区分・異動事由・年

間所得見積額など）するため、①「年間所得見積額」が「2025/12/31」の履歴と

「2026/01/01」の歴で同じ場合は、「2026/01/01」のデータは作成されない。 
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（３）扶養親族等の所得要件の改正 
 

【お客様作業】 

      令和 7年（2025 年）年末調整時から、③扶養の「1控除対象扶養親族（控配・

年少含む）」の判断を、所得 58万（給与収入 123万円）以下で行ってください。 

  （「扶養控除申告書」の申告内容に変更） 

 

【注意事項】 

    扶養親族等の所得要件の改正は、令和7年(2025年)12月年末調整からの制度施行と

なります。そのため、年末調整処理前に③扶養の「1 控除対象扶養親族（控配・年

少含む）」を、所得48万（給与収入103万円）以下ではなく、所得58万（給与収入123

万円）以下で判断すると、令和7年(2025年)月例給与（賞与）で控除対象者となりま

す。 

   

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

     Web年末調整従業員サイトを公開するために、令和7年（2025年）年末調整実施前

に『人事メニュー』「家族情報」にて扶養家族の③扶養の「1 控除対象扶養親族（控

配・年少含む）」の判断を、所得58万（給与収入123万円）以下で入力、もしくは、👤

従業員申請システムをご利用の従業員様が扶養家族の扶養を申請、承認者によって承

認されると、その月以降の月例給与（賞与）処理で扶養対象として計算いたします。 

 

 

 

（４）年末調整時に実施する出国年調・死亡年調 
 

【注意事項】 

   令和 7 年(2025 年)12 月年末調整時に、11 月 30 日までに出国・死亡された方の年

末調整を実施すると、令和 7年の税制改正が適用されます。 

  よって、令和 7 年の税制改正前の年末調整を実施したい場合は、年末調整処理前の

処理（支給日が 2025 年 11月の処理）にて、年末調整を実施してください（※）。 

  （PROSRV では、12 月支給日以降に令和 7 年の税制改正前で年末調整を実施すること

はできません） 

 

 

 

 

 

 

 

（※）「年調指示」（『給与計算』⇒『給与メニュー』－「年末調整情報」）に 

「２：年調指示」を入力（10/31追記） 
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２－３．Web 年末調整のシステム変更 
 

・☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 

   

 電子的控除証明書（XML）対応 

  電子的控除証明書の取込について、これまで対応していた「生命保険料控除証明

書」「地震保険料控除証明書」に加え、「国民年金保険料等控除証明書」「小規模企業共

済等掛金保険料控除証明書」にも対応いたします。「住宅借入金等特別控除証明書」

「年末残高証明書」につきましては未対応のため、引き続き 「紙」でのご提出をお願

いします。  

 

対象の保険種類は以下の通りです。 

 ＜社会保険料控除＞  

・国民年金保険料  

※ 国民年金保険料を 13月以上前納された場合、納めた年に全額控除する方法 

のみ対応しております。 各年分の保険料に相当する額を各年において控除

する方法を選択される場合は、引き続き「紙」でのご提出をお願いします。  

・国民年金基金掛金 

 

 ＜小規模共済掛金＞ 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金  

・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金（iDeCo） 

 

※「紙」で提出する際は、「QRコード付証明書等作成システム」をご利用ください。 

  QRコード付証明書等作成システム https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm  

 

 

『Web年調従業員サイト』⇒「社会保険料控除」 
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２－４．PROSRV ペーパーレス対応について 
PROSRVでは、社会的な需要の減少と脱炭素化を背景に「納品物のペーパーレス（各

種帳票の電子化、プリントサービス事業の廃止 ）」を2025年7月に実施いたしました。 

年末調整処理においても、今年度より紙の納品物は以下のとおり終了となります。 

 

＜終了となったサービス＞ 

 ・ 全ての紙帳票の印刷納品サービス 

   ※紙帳票印刷オプションの各種申告書／「源泉徴収票」（受給者交付用）袋式タ

イプご契約のお客様を除く（新規のご契約はお受けできません） 
 

 ・「年末調整事務サービス」後処理（紙）をご契約のお客様 

紙の「給与支払報告書」の各市区町村への届け出作業の代行サービス 
 

・「個人番号関係事務サービス」（マイナンバーBPOサービス）をご契約のお客様 

紙の「源泉徴収票（税務署提出用）」「給与支払報告書」の作成・納品サービス 

 

※ 終了となった各種帳票の出力方法については以下をご覧ください。 

・「年末調整説明会資料３」「８．年末調整処理還元データ」について 

・PROSRVヘルプサイト 

PROSRVペーパーレス 対象帳票と出力方法 

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/45347702904217 

 

 

 

 

  

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/45347702904217
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３．◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービス(別契約)について 

３－１．マイナンバーの登録方法 
   年末調整処理では、次の①②③④にマイナンバーを取得（使用）します。 

①紙の各種申告書 

②Web 年調の従業員サイトのマイナンバーの「個人番号提出」状況 

③ｅ-Ｔａｘ（税務署提出用）ｅＬＴＡＸ（市区町村提出用） 

ｅＬＴＡＸ（一元化用）電子申告データ 

④紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」 

 

◎Web マイナンバー管理サービスに、PROSRV の本人・家族データと以下の情報

が一致するように、本人・家族のマイナンバーを登録してください。 

・本人 ･･･ 社員番号 

 ・家族 ･･･ 社員番号＋家族生年月日（＋家族漢字姓名 または 家族カナ姓名）   

                     ↓ 

基本的に PROSRV と◎Web マイナンバー管理サービスには上記項目を 

全て登録し、かつ、同一内容としてください。 

 

 

＜マイナンバー登録のポイント＞ 

 ・当年退職者の方は、マイナンバーの登録が必要です。 

 ・配偶者特別控除・所得金額調整控除・特定親族特別控除の対象の方は、マイナンバ

ーの登録が必要です。 

 ・登録済のご家族が扶養から外れた場合、扶養控除申告書の保存期間中であれば 

マイナンバーの削除は不要です。 

 

 

＜マイナンバーの登録タイミング＞ 

①紙の各種申告書 

・★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

・各種申告書（紙帳票印刷オプションのご契約要）を DCSにて作成するお客様 

各種申告書を DCS にて作成する場合、作成する給与本処理日（10 月・11 月・

12 月のいずれか）の前営業日 22:00 までに◎Web マイナンバー管理サービスに

マイナンバーの登録をしてください。 

※『扶養控除等申告書』には、マイナンバーは印字せず、マイナンバーの登録状況

により「■ 提供済 □ 後日提供」または「□ 提供済 ■ 後日提供」と印字します。 

※ 『基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得

金額調整控除申告書』には、マイナンバーは印字せず、「□ 提供済 □ 後日提供」と印

字しますので、従業員ご本人がいずれかにチェックしてください。 
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②Web 年調の従業員サイトのマイナンバーの「個人番号提出」状況 

・☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 

Web 年調従業員サイトを公開する前営業日 22:00 までにマイナンバーの登録が必

要です。マイナンバーの登録があると、従業員サイトの「個人番号提出」状況が

「済」になります。 

   また、従業員サイト公開中でも、従業員からマイナンバー提出を受け、◎Web マ

イナンバー管理サービスに管理者がマイナンバーの登録をすると、登録した翌営業

日に従業員サイトの「個人番号提出」状況が「未済」から「済」に変更されます。 

『Web 年調従業員サイト』⇒「個人番号」 

 

マイナンバーの確認状況は、『関連シ

ステム』⇒『Web 年調メニュー』「チ

ェックリスト出力」「個人番号提出状

況チェックリスト」を出力することで

も、Web 申請者のみ確認することが

できます。（従業員サイトで「個人番

号」画面を「次へ」をすすんだ従業員

のみ出力されます） 

 

 

 

 

 

 

 

③ｅ-Ｔａｘ（税務署提出用）ｅＬＴＡＸ（市区町村提出用） 

ｅＬＴＡＸ（一元化用）電子申告データ 

・電子申告するお客様 

ｅ-Ｔａｘ（税務署提出用）ｅＬＴＡＸ（市区町村提出用）ｅＬＴＡＸ（一元化

用）データを電子申告する場合、「１１．電子申告用データ」（年末調整説明資料

３）の手順を実施する前までに、◎Web マイナンバー管理サービスにマイナンバ

ーの登録をしてください。 

マイナンバーの取得ができなかった本人・家族は、エラーリストで確認後、マイ

ナンバーを登録し、再度、電子申告データを作成することも可能です。 

（マイナンバーなし（ブランク）のまま、電子申告データを作成することも可能） 
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④紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」 

・紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」をお客様にて作成する場合 

紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」を作成する場合、「１２．「源泉徴収票」

「給与支払報告書」マイナンバー付の出力方法」（年末調整説明資料３）の手順

を実施する前までに、◎Web マイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録を

してください。 

マイナンバーの取得ができなかった本人・家族は、エラーリストで確認後、マイ

ナンバーを登録し、再度、紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」を作成するこ

とも可能です。 
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３－２．登録したマイナンバーが PROSRV の登録と一致している 

かの確認方法 
マイナンバーを取得（使用）するには、PROSRV と◎Web マイナンバー管理サービ

スの本人・家族の登録内容が一致している必要があり、一致しているかの確認は、◎

Web マイナンバー管理サービスにて以下「差分データチェック」を実施することで確

認できます。 

 

＜「差分データチェック」手順 ＞ 

PROSRV の登録データと、◎Web マイナンバー管理サービスに登録した本人・家族情

報を特定する情報が一致しているかチェックする手順です。 

一致していない場合、エラーとして「個人番号登録状況チェックリスト」が出力され

ます。 

「個人番号登録状況チェックリスト」のエラー種別「個人番号未登録」「WebMN管理サ

ービス未登録者」は、個人番号の取得ができませんので、◎Webマイナンバー管理サー

ビスにマイナンバーを登録してください。 

ただし、電子申告データ・紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」を作成のタイミング

でも、マイナンバーの取得ができなかった本人・家族は、エラーリストで確認後、マ

イナンバーを登録し、再度、データを作成することも可能です。 
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１．PROSRV にて、本人情報・家族情報ファイルを作成する。 

１）PROSRVログイン後、『外部出力メニュー』－「ファイル作成指示」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「標準提供パターン表示」に☑をつけ、①「M03 本人情報（今年度在職）」②「M04 家

族情報（在職・扶養親族）」を選択☑し、「作成」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）以下条件の方は出力対象外 

  ・チェック時点で退職年月日が昨年の 11/1より前の従業員およびその家族 

（注）「M04 家族情報（在職・扶養親族）」ファイルを、最新の家族情報で作成するために

は「支給日登録」（「人事連携」ボタンの押下）が必要です。 

３）作成されたファイルを任意フォルダ（デスクトップなど）に保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本人情報(今年度在職).xls･･･従業員のマイナンバーチェックするファイル 

②家族情報(在職・扶養親族).xls･･･家族のマイナンバーをチェックするファイル 

 

 

① 

② 

 

 

 

中略 

② 

① 
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２．◎Web マイナンバー管理サービスにて差分データチェックを行う。 

１）◎Web マイナンバー管理サービスログイン後、『個人番号管理』－「チェック指示」

を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「参照」ボタン押下し、１．３)で出力した①、②ファイルをそれぞれ選択します。 

さらに「チェック対象」以下の必要情報を選択した後に「作成」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１①本人情報、②家族情報をそれぞれ作成してください。 

※２取込ファイルと出力ファイルのパスワードの設定「有」「無」を選択してください。 

  （パスワードの設定が不要な場合は、「無」にしてください） 

※３読取開始位置は、「2」としてください。 

 

３）『個人番号管理』－「差分データダウンロード」に、以下のような「個人番号登録状

況チェックリスト」が出力されますので、確認してください。 

  なお、差分がない場合でも、「個人番号登録状況チェックリスト」は出力されますが、 

  差分対象者は 0件となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

①     ② 

 

※１ 

 ※２ 

 ※３ 
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① 本人情報の「個人番号登録状況チェックリスト」例 

 

 

エラー種別 エラーメッセージ エラー内容 対応方法 

【要対応】 

個人番号未

登録者 

マイナンバーＷｅ

ｂシステムに個人

番号の登録があり

ません。 

Web マイナンバー管理サービス

に漢字氏名・カナ氏名等の登

録はあるが、個人番号の登録

ない従業員がいる 

Web マイナンバー管理サービス

＞個人番号管理＞個人番号検索

にて、対象の従業員の個人番号

を登録する 

【要対応】 

WebMN 管理サ

ービス未登

録者 

 

マイナンバーＷｅ

ｂシステムに登録

されていません。 

PROSRVに登録はあるが、Webマ

イナンバー管理サービスに個

人番号・漢字氏名・カナ氏名

等も含め何も登録がない従業

員がいる 

Web マイナンバー管理サービス

＞個人番号管理＞個人番号検索

にて、対象の従業員の個人番

号・漢字氏名・カナ氏名等を登

録する 

取込ファイ

ル外登録者 

本人情報が登録さ

れていません。 

Web マイナンバー管理サービス

に登録はあるが、PROSRV に登

録がない従業員がいる 

PROSRV＞人事管理＞人事-人事基

本情報に、対象の従業員の登録

をする（ただし、給与計算対象

外の方は PROSRV への登録は不

要） 

権限範囲外

の登録者 

アクセス権限が無

い本人です。 

現在 Webマイナンバー管理サー

ビスにログインしているユー

ザの方（ID）に権限がなく、

閲覧することのできない従業

員がいる 

Web マイナンバー管理サービス

＞システム利用設定＞ユーザ管

理-権限情報-対象者を確認し、

権限を変更する 

もしくは、権限のあるユーザの

方（ID）が差分チェックを行う 

属性情報不

一致の登録

者 

漢字氏名/カナ氏名

/生年月日が相違し

ています。 

Web マイナンバー管理サービス

と PROSRV に登録されている漢

字氏名/カナ氏名/生年月日が

異なっている従業員がいる 

Web マイナンバー管理サービス

＞個人番号管理＞個人番号検

索、もしくは、PROSRV＞人事管

理＞人事-人事基本情報より、誤

っている従業員の漢字氏名/カナ

氏名/生年月日を修正する 

 

 

【要対応】個人番号未登録／WebMN 管理サービス未登録者 

個人番号の取得ができませんので、「３－１．マイナンバーの登録方法」＜マイナン

バー登録のタイミング＞までに◎Web マイナンバー管理サービスに個人番号の登録をし

てください。 

ただし、③ｅ-Ｔａｘ（税務署提出用）ｅＬＴＡＸ（市区町村提出用）ｅＬＴＡＸ（一

元化用）電子申告データ、④紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」作成のタイミング

でも、マイナンバーの取得ができなかった本人・家族は、エラーリストで確認後、マ

イナンバーを登録し、再度、データを作成することも可能です。 

 

 

 

 

 

個人番号登録ありの該当者数 
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② 家族情報「個人番号登録状況チェックリスト」 

 

エラー種別 エラーメッセージ エラー内容 対応方法 

【要対応】 

個人番号未

登録者 

マイナンバーＷｅｂ

システムに個人番号

の登録がありませ

ん。 

Web マイナンバー管理サービ

スに漢字氏名・カナ氏名等の

登録はあるが、個人番号の登

録ない従業員の家族がいる 

Web マイナンバー管理サービス＞個人

番号管理＞個人番号検索にて、対象の

従業員の家族の個人番号を登録する 

【要対応】 

WebMN 管理サ

ービス未登

録者 

マイナンバーＷｅｂ

システムに登録され

ていません。 

PROSRV に登録はあるが、Web

マイナンバー管理サービスに

個人番号・漢字氏名・カナ氏

名等も含め何も登録がない従

業員の家族がいる 

Web マイナンバー管理サービス＞個人

番号管理＞個人番号検索にて、対象の

従業員の家族の個人番号・漢字氏名・

カナ氏名等を登録する 

取込ファイ

ル外登録者 

家族情報が登録され

ていません（または

扶養対象外です）。 

Web マイナンバー管理サービ

スに登録はあるが、PROSRV

に登録がない従業員の家族が

いる 

PROSRV＞人事管理＞人事-家族情報

に、対象の従業員の家族登録をする

（ただし、給与計算対象外の方は

PROSRV への登録は不要） 

権限範囲外

の登録者 

アクセス権限が無い

家族です。 

現在 Web マイナンバー管理サ

ービスにログインしているユ

ーザの方（ID）に権限がな

く、閲覧することのできない

従業員の家族がいる 

Web マイナンバー管理サービス＞シス

テム利用設定＞ユーザ管理-権限情報-

対象者を確認し、権限を変更する 

もしくは、権限のあるユーザの方

（ID）が差分チェックを行う 

(※ )複数対

象者数 

マイナンバーＷｅｂ

システムに該当の家

族が複数存在しま

す。 

Web マイナンバー管理サービ

スに同じ漢字氏名・カナ氏名

の家族が２人以上登録されて

いる従業員の家族がいる 

Web マイナンバー管理サービス＞個人

番号管理＞個人番号検索にて、重複し

た不要な家族を削除する 

(※ )属性情

報不一致の

登録者 

漢字氏名/カナ氏名/

配偶者区分が相違し

ています。 

Web マイナンバー管理サービ

スと PROSRV に登録されてい

る漢字氏名/カナ氏名/配偶者

区分が異なっている従業員の

家族がいる 

Web マイナンバー管理サービス＞個人

番号管理＞個人番号検索、もしくは、

PROSRV＞人事管理＞人事-家族情報よ

り、誤っている従業員の家族を修正す

る 

氏名未登録

者 

漢字氏名とカナ氏名

が空白です。 

PROSRV の家族情報に登録さ

れている家族の漢字氏名/カ

ナ氏名が登録なし（ブラン

ク）の従業員の家族がいる 

PROSRV＞人事管理＞人事-家族情報

に、対象の従業員の家族の漢字氏名/

カナ氏名を登録する 

(※ )同姓同

名登録者 

同姓同名の家族が登

録されています。 

PROSRV の家族情報に登録さ

れている漢字氏名/カナ氏名

が同姓同名の家族が登録され

ている従業員の家族がいる 

PROSRV＞人事管理＞人事-家族情報に

て、対象の従業員の重複した不要な家

族を削除する 

(※ )配偶者

重複 

配偶者区分が「１」

の家族が複数登録さ

れています。 

PROSRV の家族情報に配偶者

が複数登録されている従業員

の家族がいる 

PROSRV＞人事管理＞人事-家族情報に

て、対象の従業員の重複した不要な配

偶者を削除する 

 

 

 

 

 

個人番号登録ありの該当者数 
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【要対応】個人番号未登録／WebMN 管理サービス未登録者 

個人番号の取得ができませんので、「３－１．マイナンバーの登録方法」＜マイナン

バー登録のタイミング＞までに◎Web マイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録

をしてください。 

 ただし、配偶者特別控除・配偶者特別控除を受けない配偶者の方、特定親族特別控除

を受けない方についてもマイナンバーの登録は不要です。 

なお、③ｅ-Ｔａｘ（税務署提出用）ｅＬＴＡＸ（市区町村提出用）ｅＬＴＡＸ（一元

化用）電子申告データ、④紙の「源泉徴収票」「給与支払報告書」作成のタイミングで

も、マイナンバーの取得ができなかった本人・家族は、エラーリストで確認後、マイ

ナンバーを登録し、再度、データを作成することも可能です。 

 

 

(※)複数対象者数／属性情報不一致の登録者／同姓同名登録者／配偶者重複 エラー 

②Web 年調の従業員サイトのマイナンバーの「個人番号提出」状況を「済」にするた

めには、家族は、◎Webマイナンバー管理サービスとPROSRVの「社員番号、生年月日、

漢字氏名」または「社員番号、生年月日、カナ氏名」または「社員番号、生年月日」

が一致していれば「個人番号提出」状況は「済」となります。 

◎Webマイナンバー管理サービスと PROSRVの登録を見直してください。 
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４．DCS の年末調整処理について 

４－１．DCS 年末調整処理の種類について 

１．同時年末調整 

  その年の最後に支払われる給与（賞与）の計算と同時に年末調整処理を行います。 

 

２．単独年末調整 

  その年の全ての支払処理が終った後に、年末調整処理のみ単独で行います。 

  所得税の還付金については振込処理が可能ですが、追徴となった場合はマイナス

支給となり別途お客様にて調整が必要です。単独年末調整のご契約をいただいて

いないお客様は、単独年末調整処理は行えません。  

 

※ 「１．同時年末調整」「２．単独年末調整」のどちらで年末調整を行うかは、ご

契約によります。翌年以降、「２．単独年末調整」に変更されたい場合は、DCS

営業担当者までご連絡ください。 

 

３．再年末調整  

  「１．同時年末調整」あるいは「２．単独年末調整」終了後、扶養親族数や金額

等のデータに追加・変更が発生し、年末調整処理のやり直しをしたい時は、再度、

年末調整処理を行うことができます。（必ず行う処理ではありません） 

 処理実施に際し、別途お申込みが必要です。 

 

４．確定申告  

   DCS のサービスではご用意しておりません。 

 

 ＜ご参考＞ 「年末調整」とは？ 

 給与の支払者は、毎月（日）の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によっ

て所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴

収をした税額の１年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額につい

て納めなければならない税額（年税額）と一致しないのが通常です。 

 このような不一致を精算するため、１年間の給与総額が確定する年末にその年に納

めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その

差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調

整」と呼んでいます。 （国税庁 HP 『年末調整のしかた』より一部抜粋） 
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４－２．DCS 年末調整処理サービスの流れ 

★年末調整事務サービス（北海道）
☆Web年末調整事務サービス（北海道）

ご利用のお客様の作業

★申告書納品(給与別送）
☆Web申告者の従業員サイトの公開
　 紙申告者の申告書の印刷

★回収した申告書等の送付　
☆従業員サイトの締め処理

マイナンバーを付加した
源泉徴収票・給与支払
報告書を作成

マイナンバーを付加し、
電子申請データを作成

                    お客様作業   ＤＣＳ作業

１０月給与
処理

再年末調整
処理

申告書の印刷、
封入作業

申告書等
のチェック

●年末調整処理申込書（給与以外で年末調整する場合のみ）
年末調整処理の申込

🔶Web申告者の申告内容のチェック、確認

　紙申告者の申告書のチェック

１２月給与
（賞与）処理
（単独年末
調整処理）

８
・
９
月

１１
月

申
込

前
処
理

１０
月

●年末調整処理に必要なデータの確認
現在の登録を確認をし、訂正があればデータを訂正

申告書の納品（紙帳票印刷オプション）

🔶Web申告者の従業員サイトの公開

　紙申告者の申告書の印刷

●申告書を従業員に配布＆回収

●データの訂正報告
１１月給与データ等に含めてデータの訂正

★☆年末調整データ等の納品
　　(添付ファイルをｅ－ｍａｉｌで送付)
納品された年末調整データの外部取込
後、入力（訂正追加）、仮処理、送信を行
う

年末調整事
務サービス

ＤＣＳ処理

１１月給与
処理

年末調整処理
受付

　●全てのお客様の作業

年末調整事務
サービス受付

事
前
処
理

一般
◆Web年末調整申告サービス（自社運用）

ご利用のお客様の作業

★☆年末調整事務サービスお申込み
　 PROSRVお客様サイトより

９月給与
処理

◎Webマイナンバー
ご利用の

お客様の作業

「差分データチェック」を実
施しマイナンバーを登録
状況を確認

「差分データチェック」を実
施しマイナンバーを登録
状況を確認

１２
月

●税務署（源泉徴収票）・市区町村（給与支払報告書）へ提出

年末調整データ
の作成

●再年末調整処理の申込
（本処理予定日の３営業日前まで）

●再年末調整処理の入力、送信

🔶Web申告者の前処理結果ファイル反映

　紙申請者の人事・給与（賞与）外部取込用
　　 データの作成と外部取込

●年末調整処理データの入力/仮・本処理送信
給与（賞与）の金額・勤怠データに含め、年調用データ

を入力、仮処理、送信を行う

●電子提出用データ（e-TAX eLTAX)ご利用のお客様

●源泉徴収票・給与支払報告書の提出

●年末調整処理結果の確認

●再年末調整処理結果の確認

再年末調整
を行う場合

の手順
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５．１０月～事前作業 

５－１．年末調整処理に必要なデータの確認 

１．従業員データの確認 

年末調整処理をするのに必要な従業員データの登録内容に訂正がないかご確認くだ

さい。当年１０月給与本処理後の従業員様の登録状況は、PROSRV より「D20 最

新・年調チェックリスト本処理」データを出力し確認できます。 

『その他』⇒「外部出力」－「ファイル作成指示」 

 

① 標準提供パターン表示に☑ 

② 「D20 最新・年調チェックリスト本処理」に☑ 

③ 「作成」ボタンを押下 

                      ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省略 

レ 

①  

 

② 

③ 
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出力したエクセルファイルをご確認ください。 

①各従業員の氏名・住所・生年月日・市区町村コード（現在）など 

②税扶養情報 

③各種累計金額（総支給額累計・課税対象額累計・社会保険料累計・所得税累計） 

 ※「カナ氏名源泉」「漢字氏名源泉」 

   「カナ氏名（戸籍）」「漢字氏名（戸籍）」（『人事管理』⇒「人事」－「人事基本情

報」）に１０月給与本処理結果で登録がある場合出力されます。 

 

 ＜訂正が必要な場合＞ 

  年末調整処理までに間に合うように１１月給与、１２月給与（賞与）等の入力時に

ご訂正ください。（入力方法の詳細は「７－４．『人事メニュー』」～参照） 

 

「D20 最新・年調チェックリスト本処理」「D21 履歴・年調チェックリスト本処理」 

について 

・「D20 最新・年調チェックリスト本処理」 

→最新の 10 月給与本処理結果情報より作成 

（最新の 10 月給与結果からのみの出力） 

・「D21 履歴・年調チェックリスト本処理」 

→全ての 10 月の給与本処理結果情報を履歴として作成 

（過去の 10 月給与結果のデータを出力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 
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２．会社情報の確認 

年末調整処理をするのに必要な会社情報データの登録内容に訂正がないかご確認く

ださい。現在の登録状況は、PROSRV より『源泉徴収票』の会社情報は「D22 年

調チェックリスト・源泉税務署」、『給与支払報告書』の会社情報は「D23 年調チ

ェックリスト・地方税納付」を出力し確認できます。 

また、ご契約によっては「会社情報変更」画面より、登録内容を確認することも可

能です。 

『その他』⇒「外部出力」－「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  標準提供パターン表示に☑ 

② 「D22 年調チェックリスト・源泉税務署」 

「D23 年調チェックリスト・地方税納付」に☑ 

③ 「作成」ボタンを押下 

    

                ↓ 

「D22 年調チェックリスト・源泉税務署」（『源泉徴収票』の会社情報の確認） 

 

 

「D23 年調チェックリスト・地方税納付」（『給与支払報告書』の会社情報の確認） 

 

 

 

 

 

 

 

省略 

① 

 

②

 

 

 ① 

 ③
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  ＜訂正が必要な場合＞ 

年末調整仮処理実施２ヶ月前までに『見積依頼』（お客様サイト＞ユーザメニュー＞

１．見積依頼）よりご依頼ください。 

ご契約によっては、お客様にて「会社情報関連変更」画面より変更可能です。 

（詳細は、『会社情報変更手引書』参照） 

 『環境設定』⇒「会社情報変更」－「会社情報関連変更」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①『源泉徴収票』の会社情報の変更をしてください。 

②『給与支払報告書』の会社情報の変更をしてください。 

 

 

 

 

 

 

① 

 

②  
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『環境設定』⇒「会社情報変更」－「会社情報関連変更」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①『源泉徴収票』の会社情報の変更をした場合☑がつきます。 

②『給与支払報告書』の会社情報の変更をした場合☑がつきます。 

   ③「変更指示」を押下すると、翌営業日に前ページの画面にて変更されたことが

確認可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①      ② 

③ 

変更指示 
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５－２．各種申告書作成サービス（オプション）  

 紙帳票印刷オプションご利用のお客様へ、DCS にて各種申告書の印字、納品を行うサ

ービスです。 

１０月、１１月、１２月の給与計算処理のうち、お客様がご希望された月に「翌年分」

「当年分と翌年分」「当年分」のいずれかの「扶養控除等申告書」と、「当年分」の 

「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申

告書 兼 所得金額調整控除申告書」を作成します。 

DCSよりお手元に届きましたら、各従業員様への配付をお願いします。 

（新規のご契約はお受けできません） 

 

 

★年末調整事務サービス（北海道）〔事前処理〕ご利用のお客様 

「扶養控除等申告書」の「当年分」「翌年分」は、PROSRV お客様サイトの『年末調

整事務サービスお申込み』よりお申し込みいただいた分と、「当年分」の「保険料控除申

告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金

額調整控除申告書」を作成します。 

 DCS よりお手元に届きましたら、各従業員様への配付をお願いします。 
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☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web年末調整申告サービス（自社運用） 

ご利用のお客様 

 弊社からの紙の申告書の納品はございません。 

 お客様にて紙申請者（Web年調画面から申請せず紙の申告書を利用して申請する従業

員様）の各種申告書を作成し、印刷して従業員様へ配付してください。 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「帳票出力指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 作成したい申告書にチェック 

② 印字範囲「全印字」を選択 

③ 年末調整手段「紙申請」（「社員管理」にて「年末調整手段」を「紙申請」に 

設定した方）を選択 

 ④「作成」ボタンを押下 

 ⑤「年末調整 各種申告書」PDFファイルをダウンロード、両面印刷し従業員へ配付 

※「Web紙申請者の申告書印刷及び個人別封入サービス（有料オプション）」ご利用の

お客様は、作成した⑤「年末調整 各種申告書」PDFファイルを以下アドレスへ期

限内にご送付ください。  

HRBPO部 第１グループ  年調担当  dcs_bpo@hba.co.jp 

 

 

 

 

※紙帳票印刷オプション・★年末調整事務サービス（北海道）・☆Web年末調整事務サー

ビス（北海道）・◆Web年末調整申告サービス（自社運用）をご利用でないお客様は、

お客様にて各種申告書を国税庁 HP より各種年末調整申告書をダウンロードのうえ、 

印刷・配布いただく必要がございます。 

 

【国税庁 HP：年末調整各種申告書】 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm 

 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

mailto:dcs_bpo@hba.co.jp
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
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１．「扶養控除等申告書」 ※特例に基づきマイナンバーの印字はしません。 

 

 

 

・本人情報 

① 従業員の氏名、住所、会社名、会社所在地、法人番号などを印字します。 

 ②「世帯主の氏名」「あなたとの続柄」は印字しません。 

従業員ご本人に記入をお願いします。 

 ③「家族情報」に配偶者の登録があれば「配偶者の有無」の「有」に○がつきます。 

 ④「寡婦」もしくは「ひとり親」に登録ある場合、〇がつきます。 

 
 

・家族情報 

⑤「家族情報」（『人事メニュー』）データより、自動表示します。（「家族情報連携」が 

 「人事連携あり」の場合）（「家族情報」を未使用の場合は、外部取込も可能） 

⑥「配偶者（同一生計）（源泉控除対象）」の欄は、配偶者が「同一生計配偶者」か 

 「源泉控除対象配偶者」の場合印字されます。 

⑦ 配偶者でない扶養が「1 控除対象扶養親族（控配・年少含む）」（１６歳以上）の方が印字 

  されます。（印字順 続柄 ID ⇒ 生年月日 ⇒ 家族 ID） 

 

 

⑬ 

⑪ 
⑩ 

㋺ 

㋺ 

 

 

 

 

 

② ③ 

⑮ 

 

⑭ 

㋑ 

 

㋺ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑫ 

④ 

① 

⑤ 

⑮ 
㋩ 

⑫ 

⑯ 

⑯ 

⑰ 
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⑧ 家族情報（配偶者含む）に「2 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の登録の 

  ある代表者１名が印字されます。 

 （印字される優先順：   特別障害者の配偶者  

⇒ 特別障害者の扶養家族   

⇒ 23歳未満の扶養家族 

⇒ 特別障害者でない配偶者  

⇒ 特別障害者でない扶養家族（23歳以上） 

   ＊「⑧に印字（記入）がある ＝ 所得金額調整控除を受ける」ではありません。 

    所得金額調整控除を受ける場合は、所得金額調整控除申告書の記入が必要です｡ 

 ⑨ 扶養が「1 控除対象扶養親族（控配・年少含む）」（１６歳未満）の方が印字されます。 

   （印字順： 続柄 ID ⇒ 生年月日 ⇒ 家族 ID） 

 ⑩「配偶者（同一生計）（源泉控除対象）」の「扶養」欄は、配偶者の「扶養」を 

  「１：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」で登録している場合に、○がつきま

す。 

⑪「家族情報」の「同居」が「０：同居」の場合「０」に■、「０：同居」以外の場合

「１」に■がつきます。 

⑫「家族情報」の住所に登録があれば印字されます。（⑪「０：同居」の場合でも） 

⑬「配偶者（同一生計）（源泉控除対象）」の「源泉控除対象配偶者」欄は、配偶者の 

 「源泉控除対象配偶者」を「該当」で登録している場合「１：該当」、「非該当」で 

  登録している場合「２：非該当」に○がつきます。 

⑭「続柄」（配偶者除く）、「生年月日」に登録しているものが印字されます。 

⑮「非居住区分」に登録がある場合に、配偶者は〇、扶養親族は■がつきます。 

 「非居住区分」 

「１：非居住者（非扶養親族・配偶者・30歳未満または 70歳以上の扶養親族）」 

      ⇒配偶者は〇、扶養親族は、「30歳未満または 70歳以上」に■ 

「２：非居住者（30歳以上 70歳未満の留学生）」⇒「留学」に■ 

「３：非居住者（30歳以上 70歳未満の障害者）」⇒「障害者」に■ 

「４：非居住者（30歳以上 70歳未満の 38万円以上の送金）」 

⇒「38万以上の支払」に■ 

⑯「障害者」に「１：一般障害者」「２：特別障害者」に登録がある場合、それぞれに 

  〇がつきます。 

  ただし、「障害者」が「２：特別障害者」、かつ、「同居」が「０：同居」もしくは 

 「２：同居（障害者控除用）」の場合、「３：同居特別」に〇がつきます。 

⑰「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の印字はありません。 

従業員ご本人に記入をお願いします。 
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・個人番号（マイナンバー）欄 

㋑ 「管理部署 確認□」に■と無条件に表示します。 

㋺ 本人、配偶者、扶養親族の個人番号欄には以下のとおり表示します。 

◎Webマイナンバー管理サービスのご契約が有るお客様 

「■提供済 □後日提供」･･･Webマイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録有 

「□提供済 ■後日提供」･･･Webマイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録無 

◎Webマイナンバー管理サービスのご契約が無いお客様 

「□提供済 □後日提供」 ・・・ 従業員ご本人にチェックをお願いします 

 ㋩ 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の個人番号欄には以下のとおり表示します。 

「□提供済 □後日提供」 ・・・ 従業員ご本人にチェックをお願いします 

 

※『扶養控除等申告書』を出力後、マイナンバーの提出を受けた場合は、 

  手書きで「■提供済」に変更してください。 

 

 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web年末調整申告サービス（自社運用） 

ご利用の紙申請者の場合 

⑪表示項目なし。 
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２．「保険料控除申告書」 

 

①  従業員様の氏名、住所、会社名、会社所在地などを印字します。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web年末調整申告サービス（自社運用） 

ご利用の紙申請者の場合 

②申告書印刷前に登録した団体保険料などについては印字されます。 

ただし、◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）の紙申請者のデータは『人事メニュ

ー』『給与メニュー』にデータ入力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 
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３．「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼  
所得金額調整控除申告書」 ※特例に基づきマイナンバーの印字はしません。 

 

 

Ⓐ基礎控除申告書 

  基礎控除を受けるため 

Ⓑ配偶者控除等申告書 

  配偶者控除・配偶者特別控除を受けるため 

Ⓒ特定親族特別控除申告書 

  特定親族特別控除を受けるため 

Ⓓ所得金額調整控除申告書 

  所得金額調整控除を受けるため 

 

 

・本人情報 

① 従業員様の氏名、住所、会社名、会社所在地などを印字します。 

 

 

 

 

 

㋺ 

㋺ 

① ㋑ 

⑥ 

③ 

④ ② 

㋺ ⑤ 

Ⓐ 

 

Ⓒ 

 

Ⓓ 

 

Ⓑ 
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・家族情報 

②配偶者の氏名は、「同一生計配偶者」か「源泉控除対象配偶者」が印字されます。 

 （「扶養控除等申告書」の配偶者欄に印字された配偶者と同じ配偶者が印字されます） 

③『扶養控除等申告書』に記載済の配偶者は、「□扶養控除等申告書の記載内容と同じ」 

に☑することで、他の記載内容（④の箇所）を省略できます。 

⑤印字しません。 

 特定親族特別控除を受けるため、年間所得見積額が 58万円超 123 万円以下、年末時点

で年齢が 19歳以上 23 歳未満の特定親族がいる場合は従業員にて記載が必要です。 

⑥印字しません。 

所得金額調整控除を受けるため、給与等の収入金額が 850 万円を超え、次の条件の 

いずれかに該当する場合は従業員にて記載が必要です。 

（複数名対象者（子など）がいる場合も、代表者 1 名のみの記載でよい） 

     ❶本人が特別障害者に該当 

     ❷配偶者が特別障害者に該当 

     ❸控除対象扶養親族に特別障害者に該当する人がいる  

     ❹控除対象扶養親族に 23 歳未満の人がいる 

     ❺他の所得者の控除対象扶養親族である 23 歳未満の人がいる 

     ❻他の所得者の控除対象扶養親族である特別障害者に該当する人がいる 

 （例）「夫」も「妻」も記載するケース 

夫 収入８５０万超      妻 収入８５０万超 

    （条件❹に該当）       （条件❺に該当） 
    子を「扶養」として登録      子を「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として登録 

            23歳未満の子 

 

・個人番号（マイナンバー）欄 

㋑ 「管理部署 確認□」に■と無条件に表示します。 
㋺ 「□提供済 □後日提供予定」 ・・・ 従業員ご本人がいずれかにチェックします。 

 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用） 

ご利用の紙申請者の場合 
③項目表示なし。 

⑤⑥ 印字されます。 

㋺「■提供済み □後日提供予定」･･･Webマイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録有 

「□提供済み ■後日提供予定」･･･Webマイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録無 

 

 

（例）「夫」も「妻」も所得金額調整控除を受ける場合の申告書記載必要箇所 

夫 収入８５０万超        妻 収入８５０万超 
  子を「扶養」として登録        子を「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として登録 

・「扶養控除申告書」扶養欄       ・「扶養控除申告書」Ｄ欄 

・「所得金額調整控除申告書」扶養親族等欄・「所得金額調整控除申告書」扶養親族等欄 

 

              23歳未満の子 
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４．☆Web 年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用） 
  ご利用のお客様への注意事項 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

・紙申請者（紙の申告書を管理者が印刷し、紙の申告書で申請する方） 

お客様にて各種申告書を印刷し従業員へ配付してください。 

・Web 申請者（従業員 Web 年調画面にて申請する方） 

本年の年末調整終了後、Web 年調画面にて本年の「年度確定」を実施すると 

いつでも申告書を出力することができるようになります。 

スケジュールに従って、従業員サイト公開を行ってください。 

従業員サイト公開の操作は、『Web 年末調整申告サービス 従業員サイト公開までの

流れ（管理者様用）』を参照してください。 

 

【注意】 

👤従業員申請システムご利用でないお客様 

「従業員サイト公開」ボタン（「締め処理」「事前準備中」）を押下し、従業員サイトを公

開した後は納品データの外部取り込みをするまで、従業員が従業員サイトで入力する

可能性のある住所情報や家族情報などは、「人事メニュー」（『人事管理』）で入力はしな

いでください。 

 

👤従業員申請システムご利用のお客様 

従業員が Web 年調画面で登録できない住所情報や家族情報などを変更したい場合

は、従業員に従業員申請画面より申請してもらい変更します。申請後、承認者にて承

認されると、従業員サイト公開中、かつ従業員の方が「内容確定」前であれば、「人

事メニュー」（『人事管理』）だけでなく、Web 年調画面（「人事連携」が夜間処理にて

自動実施）へも申請内容が反映されます。 

（※ご契約によっては従業員の Web 年調画面からの登録が可能なこともあります） 

DCS では、住所情報や家族情報のデータのチェック、作成はいたしません。 
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◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

・紙申請者（紙の申告書を管理者が印刷し、紙の申告書で申請する方） 

お客様にて各種申告書を印刷し従業員へ配付してください。 

・Web 申請者（従業員 Web 年調画面にて申請する方） 

本年の年末調整終了後、Web 年調画面にて本年の「年度確定」を実施すると 

いつでも申告書を出力することができるようになります。 

従業員の方の Web 年調の入力期限等を考慮し、従業員サイト公開を行ってください。 

従業員サイト公開の操作は、『Web 年末調整申告サービス（自社運用） 従業員サイ

ト公開までの流れ（管理者様用）』を参照してください。 

 

【注意】 

👤従業員申請システムご利用でないお客様 

従業員は Web 年調画面では住所情報や家族情報などを変更することができません。 

従業員が Web 年調画面の住所情報や家族情報を登録・変更したい場合は、 

管理者にて「人事メニュー」（『人事管理』）より登録・変更後、従業員サイト公開

中、かつ従業員の方が「内容確定」前であれば、Web 年調画面（「人事連携」が夜

間処理にて自動実施）へも反映されます。 

また、Web 年調画面へ「人事連携」すると、即時、従業員の Web 年調画面へ反映す

ることもできます。 

 

👤従業員申請システムご利用のお客様の場合 

従業員は Web 年調画面では住所情報や家族情報などは変更することができません。 

従業員が Web 年調画面の住所情報や家族情報を登録・変更したい場合は、 

管理者にて「人事メニュー」（『人事管理』）より登録・変更後、Web 年調画面へ 

「人事連携」すると、即時、従業員の Web 年調画面へ反映されます。 

また、従業員に従業員申請画面より申請してもらい変更することも可能です。従業

員から申請後、承認者にて承認されると、従業員サイト公開中、かつ従業員の方が

「内容確定」前であれば、「人事メニュー」（『人事管理』）だけでなく、Web 年調画

面（「人事連携」が夜間処理にて自動実施）へも申請内容が反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用） 

ご利用のお客様 

  

従業員が従業員サイトから家族情報・住所情報が変更不可だった場合の対応方法 

 

【例】従業員が Web 年調画面で今年から配偶者控除を受ける配偶者の所得を申告しよ 

うとしたが、従業員 Web 年調画面に配偶者が存在しなかった場合 

 

【対応１】管理者にて登録 

①管理者にて「人事メニュー」「家族情報」へ配偶者を登録 

②Web 年調画面へ「人事連携」を実施すると、即時、従業員の Web 年調画面 

へ配偶者が表示される 

【対応２】従業員にて登録・申請（👤従業員申請システムご利用のお客様のみ） 

①従業員が従業員申請画面にて配偶者を登録し申請 

②承認者にて承認 

③翌日に「人事メニュー」と、Web 年調画面（従業員の Web 年調画面）へ 

配偶者が表示される 
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５－３．年末調整処理の申込 

年末調整処理を給与処理と同時に行うのではなく、賞与処理と同時、もしくは、単独

で年末調整処理を行う場合は、PROSRV お客様サイトから年末調整処理のお申し込み

が必要です。 

PROSRV お客様サイト＞ユーザメニュー＞各種申込書＞処理依頼  

１．同時年末調整 

給与計算で年末調整を行う場合は、お申し込み不要です。 

賞与で年末調整を行う場合は、「賞与計算で行う」を選択し、「賞与支給日」「処理種

別分類（半角数字）」をご入力後、「申込」ボタンを押下ください。 
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２．単独年末調整 

「単独で年末調整を行う」を選択し、「仮処理開始予定日」「本処理データ送信日」

「DCS 本処理日」「支給日」をご入力後、「申込」ボタンを押下ください。 

 
 

★年末調整事務サービス（北海道）☆Web 年末調整事務サービス（北海道） 

ご利用のお客様 

    PROSRV お客様サイトからの年末調整事務サービスのお申込みとは別に、 

    上記のお申込みが必要です。 （給与で同時年末調整を除く） 
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６．１１月～年末調整処理前作業 

６－１．各種申告書の回収 

従業員様より各種申告書を回収し、記入内容のチェック等、年末調整処理に必要な 

データの準備作業を行います。 

 

★年末調整事務サービス（北海道）〔前処理〕ご利用のお客様 

 回収した各種申告書は、申告書受付締切日までに DCS 宛にご提出ください。 

 （『保険料控除申告書』は申告するものがない場合は、提出不要です。） 

（『扶養控除等申告書』『基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除

申告書 兼 所得金額調整控除申告書』の『基礎控除申告書』は記入の上、全員ご提出

ください。） 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

以下１～４の作業を実施して従業員サイトを締める準備をしてください。スケジュー

ルに従って、「BPO 確認依頼」ボタン押下して従業員サイトを締め「BPO 確認中」に

してください。 

（詳細は『Web 年末調整申告サービス 操作マニュアル(管理者様用)』参照） 

 

１．Web 申請者の入力状況確認と入力督促 

２．Web 申請者の入力データの確認（チェックリスト出力） 

３．Web 申請者の入力（内容）未確定の従業員を強制的に「紙申請者」にする 

４．「BPO 確認依頼」ボタンを押下して従業員サイトを締める 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』 

 

① 

こ

お 

④ 

こ

お 

② 

こ

お 

③ 

こ

お 
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１．Web 申請者の入力状況確認と入力督促 

①「社員管理」より、従業員の従業員サイトの入力状況の確認をしてください。 

「入力ステータス」を「未ログイン」「入力（内容）未確定」にチェックし「検索」 

すると、入力（内容）確定していない社員一覧の確認ができます。 

また、「メール通知」ボタンを押下し、一斉に従業員に入力督促の「メール送信」す

ることもできます。 

①『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「社員管理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Web 申請者の入力データの確認（チェックリスト出力） 

②「チェックリスト出力」より、従業員が入力したデータのチェックリストを出力す

ることが可能です。 

②『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「チェックリスト出力」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web 申請者のみ出力可能 



55 

 

チェックリスト名 内容 

保険料証明書後日送付チェック

リスト 

従業員が登録した保険料情報において、従業員が保険料証明書

を 「後日送付」として登録された保険をチェックする際に利用

可能 

台紙対象者一覧チェックリスト  従業員サイトで証明書貼付用台紙を提出する対象者を抽出でき

るチェックリスト。従業員様から提出される台紙の到着確認用

のチェックリストとして利用可能。 

個人番号提出状況チェックリス

ト  

個人番号が未提出、及び従業員サイトで『提出済の個人 番号と

変更あり』とした従業員様と家族の一覧を出力。個人番号の早

期回収に利用可能。（◎Web マイナンバー管理サービスに登録し

た翌営業日に登録状況が反映されます） 

本人差分チェックリスト 

家族差分チェックリスト 

従業員サイト公開した時点と、従業員様及び BPO センターが変

更したデータを出力時点でチェックリスト及びデータとして出

力。※ 従業員サイト公開後に出力可能。 

現時点で出力したチェックリストと、【納品データの外部取込】 

を実施後に出力したチェックリストを比較することで、従業員

が入力したデータと BPO センターにて修正したデータを比較す

ることができますので、現時点で出力したチェックリストを保

存しておくことをお勧めします。 

家族翌年差分チェックリスト  当年分と翌年分の家族データにおいて、差分のある家族データ

を対象としたチェックリスト。（翌年家族データを入力させた場

合） 

保険料差分チェックリスト 従業員が入力した内容と、BPO センターが訂正した保険料情報

の"差分"データを出力できます。 

※ BPO センター【納品データの外部取込】後、出力可能。 

「従業員入力中」の現段階では出力不可のため、外部出力（情

報カテゴリ＝Web 年調 対象情報＝生保情報、損保情報と設

定）にて出力してください。 

※『外部出力メニュー』で設定することでデータ出力も可能です。 
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３．Web 申請者の入力（内容）未確定の従業員を強制的に「紙申請者」にする 

Web申請者の従業員が「内容確定」をしない（できない）場合は、年末調整手段を 

「Web申請」から、「紙申請」に強制的に変更し、処理を進めてください。 

「紙申請」に変更後、③「帳票出力指示」より紙の申告書を印刷し配布し、従業員が 

記入し、申告書提出期限までに DCSへ送付ください。 

また、退職等により申請が不要になった場合は、「対象外」としてください。  

  ①『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「社員管理」で対象の従業員の「編集」ボタンを押下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理を進める方法として以下もありますが、エラーになることが多くお勧めしません。 

※１従業員ごとに内容を確認し、従業員ひとりずつ「内容確定」 

※２対象者の「強制内容確定」を「対象」にし、対象者を一括で「強制内容確定」をする（次頁④ 

「締め処理」）（「強制内容確定処理を実施する場合はこちらをご参照ください」を確認してください） 

③『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「帳票出力指示」で紙の申告書を印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帳票一覧より作成したい帳票に☑し、出力条件を指定して「作成」ボタンを押下してください。 

※１内容確定 

※２ 

「紙申請」に変更 
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４．「BPO 確認依頼」ボタンを押下して従業員サイトを締める 

「BPO 確認依頼」（※３）ボタンを押下し「BPO 確認中」にします。（④「締め処理」） 

「BPO 確認中」にした後は、『Web 年調メニュー』での入力はしないでください。 

④『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「締め処理」 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「BPO 確認依頼」（※３）ボタンがグレーアウトして押下できない場合は、以下をご確

認ください。 

・Web申請者のうち「内容確定」をしていない従業員がいないか？ 

「１．Web 申請者の入力状況確認と入力督促」を参照して従業員に「内容確定」 

をメール送信などして促す 

「３．Web申請者の入力（内容）未確定の従業員を強制的に「紙申請者」にする」

を参照して処理をすすめる 

     

・「申告書追加配布確認」（※４）を選択したか？ 

   紙申請者に従業員の名前などを印刷せず会社名だけが印字された申告書を配付し

た場合、Web年末調整画面に、その従業員の追加が必要です。従業員に従業員の名

前、会社名が印字されたものを配付している場合は、１で「いいえ」を選択する

と２は選択不要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３BPO 確認依頼 

※２ 

※４ 

こお 
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◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

以下１～３の作業を実施して、「７－４．Web 年調（自社運用）前処理ファイル取込指

示手順」（Web 申告者の入力内容の確認・取込作業等）を実施するための準備をしてく

ださい。 

（詳細は『Web年末調整申告サービス 操作マニュアル(管理者様用)＿自社運用』参照） 

 

１．Web 申請者の入力状況確認と入力督促 

２．Web 申請者の入力データの確認（チェック） 

３．Web 申請者の入力（内容）未確定の従業員を強制的に「紙申請者」にする 

 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

こ

お 

② 

こ

お 

③ 

こ

お 
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１．Web 申請者の入力状況確認と入力督促 

①「社員管理」より、従業員の従業員サイトの入力状況の確認をしてください。 

「入力ステータス」を「未ログイン」「入力（内容）未確定」にチェックし「検索」 

すると、入力（内容）確定していない社員一覧の確認ができます。また、「メール通 

知」ボタンを押下し、一斉に従業員に入力督促の「メール送信」することもできます。 

①『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「社員管理」 
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２．Web 申請者の入力データの確認（チェックリスト） 

②「チェックリスト出力」より、従業員が入力したデータのチェックリストを出力す

ることが可能です。 

②『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「チェックリスト出力」 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックリスト名 内容 

保険料証明書後日送付チェック

リスト 

従業員が登録した保険料情報において、従業員が保険料証明書

を 「後日送付」として登録された保険をチェックする際に利用

可能 

台紙対象者一覧チェックリスト  従業員サイトで証明書貼付用台紙を提出する対象者を抽出でき

るチェックリスト。従業員様から提出される台紙の到着確認用

のチェックリストとして利用可能。 

個人番号提出状況チェックリス

ト  

個人番号が未提出、及び従業員サイトで『提出済の個人 番号と

変更あり』とした従業員様と家族の一覧を出力。個人番号の早

期回収に利用可能。（◎Web マイナンバー管理サービスに登録し

た翌営業日に登録状況が反映されます） 

本人差分チェックリスト 

家族差分チェックリスト 

従業員サイト公開後、従業員様及び管理者様が変更したデータ

をチェックリスト及びデータとして出力。 

出力した時点と従業員サイト公開した時点との変更を出力。 

※ 従業員サイト公開後に出力可能。 

家族翌年差分チェックリスト  当年分と翌年分の家族データにおいて、差分のある家族データ

を対象としたチェックリスト。（翌年家族データを入力させた場

合） 

保険データ重複チェックリスト 従業員がアップロードした電子的控除証明書と同一契約保険と

思 わ れ る 保 険 デ ー タ が チ ェ ッ ク 可 能 。 

※ 『締め処理』画面において「電子的控除証明書利用」を"有"

に設定したお客様のみ表示 

※『外部出力メニュー』で設定することでデータ出力も可能です。 

 

 

 

Web 申請者のみ出力

可能 

Web 申請者のみ出力可能 
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３．Web 申請者の入力（内容）未確定の従業員を強制的に「紙申請者」にする 

Web申請者の従業員が「内容確定」しない（できない）場合は、年末調整手段を 

「Web申請」から、「紙申請」に強制的に変更し、処理を進めてください。 

「紙申請者」に変更後、③「帳票出力指示」より紙の申告書を印刷し配付し、従業員

が記入し、回収し、『人事メニュー』『給与メニュー』に申告内容をご入力ださい。 

また、退職等により申請が不要になった場合は、「対象外」としてください。  

①『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「社員管理」で対象の従業員の「編集」ボタンを押下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理を進める方法として以下もありますが、エラーになることが多くお勧めしません。 

※１従業員ごとに内容を確認し、従業員ひとりずつ「内容確定」 

※２対象者の「強制内容確定」を「対象」にし対象者を一括で「強制内容確定」をする（次頁④ 

「締め処理」）「強制内容確定処理を実施する場合はこちらをご参照ください」を確認してください。 

③『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』「帳票出力指示」で紙の申告書を印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帳票一覧より作成した帳票に☑し、出力条件を指定して「作成」ボタンを押下してください。 

※１内容確定 

※２ 

紙申請に変更 
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６－２．各種データ入力作業 

  回収した申告書の内容修正や保険料のデータの入力など、入力訂正を行います。 

データの入力訂正作業は、１１月給与・１２月給与（賞与）等のデータ入力時に 

行ってください。 

（入力方法の詳細は「７－５．『人事メニュー』」～参照） 

 

 

 

★年末調整事務サービス（北海道）〔前処理〕ご利用のお客様 

 DCS にご提出いただいた申告書により変更データを作成しますので、お客様での入力

作業は不要です。 

ただし、申告書受付締切日までに北海道への送付が間に合わなかった方の分は、「７－

３．年末調整事務サービスの納品データの外部取込」を実施した後、年末調整処理を

する給与（賞与・単独年調）の本処理実施までに、お客様にて入力していただく必要

があります。 

（入力方法の詳細は「７－５．『人事メニュー』」～参照） 

 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

 従業員サイトを締め「BPO 確認中」にし、各種台紙を北海道へ送付した後に、北海道

への送付が間に合わなかった分のデータの入力が必要になった場合は、 

 「７－３．年末調整処理事務サービスの納品データの外部取込」を実施した後、年末

調整処理をする給与（賞与・単独年調）の本処理実施までに、お客様にて『人事メニ

ュー』『給与メニュー』、をお客様にて入力していただく必要があります。 

  （入力方法の詳細は「７－５．『人事メニュー』」～参照） 

 

 

◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

 「７－４．Web年調（自社運用）前処理ファイル取込指示手順」（Web申告者の入力内

容の確認・取込作業等）以降を実施してください。 

紙申請者のデータは、年末調整処理をする給与（賞与・単独年調）の本処理実施まで

に、お客様にて『人事メニュー』『給与メニュー』に入力していただく必要があります。 

（入力方法の詳細は「７－５．『人事メニュー』」～参照） 

 

 

 

 

 

 


